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懲戒処分通知書
当社は、貴殿の行為について事実関係の確認および社内規程に基づく検討を行った結果、重大な規律違反があったものと判断いたしました。よって、下記のとおり懲戒処分を決定し通知いたします。
記
1．処分事項
就業規則第10条第2項に基づき、貴殿に対し3か月間の減給処分を科します。
減給額は、処分期間中において毎月の基本給の10％とします。

2．事案の概要
調査の結果、貴殿が業務上知り得た顧客情報を、正当な業務目的および社内手続きを経ることなく外部へ持ち出していた事実が確認されました。
当該情報には、顧客の個人情報および取引に関する重要情報が含まれており、その管理には厳重な注意義務が求められます。

2．処分理由
本件行為は、情報管理に関する社内規程に明確に違反するものであり、当社の信用失墜および顧客との信頼関係を著しく損なう重大な問題行為です。
また、企業として遵守すべき法令およびコンプライアンスの観点からも看過できない行為であり、就業規則に定める懲戒事由に該当すると判断しました。

3．今後の対応および注意事項
貴殿においては、本件の重大性を十分に認識し、今後は情報管理および業務遂行に関する規程を厳格に遵守することを強く求めます。
なお、同様またはこれに類する違反行為が認められた場合には、さらに厳しい懲戒処分を行う可能性があります。
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